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暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

　
年
金
は
、
本
人
か
ら
の
請
求
が
な
け

れ
ば
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
65
歳
に
な
っ

た
ら
「
年
金
請
求
書（
老
齢
給
付
）」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
希
望
に
よ
り
60

歳
か
ら
受
給
す
る
「
繰
上
げ
請
求
」
や

66
歳
以
降
に
受
給
す
る
「
繰
下
げ
請

求
」
も
で
き
ま
す
。

　
市
役
所
で
年
金
の
請
求
手
続
き
が
で

き
る
人
は
、
任
意
加
入
期
間
を
含
め
加

入
期
間
の
全
て
が
「
第
1
号
被
保
険

者
」
の
人
で
す
。
第
3
号
被
保
険
者
期

間
な
ど
、
ほ
か
の
被
保
険
者
加
入
期
間

の
あ
る
人
の
請
求
手
続
き
は
、
年
金
事

務
所
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
加
入
者
の
種
類

○
第
1
号
被
保
険
者
…
20
〜
59
歳
の
自

営
業
者
な
ど

○
第
2
号
被
保
険
者
…
会
社
員
・
公
務

員
な
ど

○
第
3
号
被
保
険
者
…
第
2
号
被
保
険

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
20
〜
59
歳
の

配
偶
者

　
国
民
年
金
に
は
、
こ
の
ほ
か
障
害
基

礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
、
寡
婦
年
金

や
死
亡
一
時
金
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ

も
受
給
す
る
に
は
請
求
手
続
き
が
必
要

で
す
。
請
求
に
必
要
な
書
類
な
ど
に

つ
い
て
は
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル（
☎

0
5
7
0
‐
05
‐
1
1
6
5
）へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
4
7
）へ
。

料
金
割
引
・

利
用
時
間
拡
大
を
継
続

成
田
ス
マ
ー
ト
I
C

　

成
田
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ（
I
C
）は
、
成
田
空
港
周
辺
道
路
の

混
雑
緩
和
な
ど
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た

E
T
C
専
用
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
で

す
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
通
行
料
金
の

割
引
と
利
用
時
間
の
拡
大
が
、
平
成
27

年
3
月
31
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

利
用
時
間
＝
午
前
6
時
〜
午
後
3
時

割
引
料
金
＝
軽
自
動
車
・
普
通
車
・
中

型
車
1
0
0
円
、
大
型
車
1
5
0
円
、

特
大
車
3
0
0
円

※
く
わ
し
く
は
県
道
路
計
画
課（
☎
0 

4 

3
‐
2
2
3
‐
3
1
2
0
）へ
。

駆
除
に
補
助
金
を
交
付

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣

　
市
で
は
、
建
物
や
樹
木
な
ど
に
作
ら

れ
た
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
を
駆
除
す
る
た

め
の
補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
交

付
を
受
け
る
に
は
事
前
の
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

補
助
金
額
＝
巣
の
駆
除
に
掛
か
っ
た
費

用
の
2
分
の
1（
限
度
額
5
万
円
）

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

発
生
し
た
ら
屋
内
へ

光
化
学
ス
モ
ッ
グ

　
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
注
意
報
が
出
た
ら
、

屋
外
で
の
激
し
い
運
動
は
避
け
、
な
る

べ
く
外
に
出
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　
目
や
喉
が
痛
く
な
っ
た
と
き
は
、
き

れ
い
な
水
で
洗
眼
す
る
、
よ
く
う
が
い

を
す
る
な
ど
の
処
置
を
、
呼
吸
が
苦
し

く
な
っ
た
と
き
は
、
胸
元
を
広
げ
涼
し

い
場
所
で
安
静
に
す
る
な
ど
の
処
置
を

し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
で
も
良
く
な
ら

な
い
と
き
は
、
医
師
の
治
療
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

地
球
に
優
し
い
暮
ら
し
を

省
エ
ネ
ナ
ビ
・
エ
コ
ワ
ッ
ト

　
市
で
は
、
家
庭
で
電
気
を
使
用
す
る

こ
と
で
排
出
さ
れ
る
C
O
²
の
量
や
省

エ
ネ
の
目
標
達
成
度
な
ど
を
表
示
で
き

る
「
省
エ
ネ
ナ
ビ
」
と
、
電
気
機
器
の

電
気
使
用
量
な
ど
を
測
定
す
る
「
エ
コ

ワ
ッ
ト
」
の
セ
ッ
ト
を
無
料
で
貸
し
出

し
て
い
ま
す
。

貸
出
期
間
＝
貸
出
日
か
ら
1
年
間

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
3
3
）へ
。

自
宅
に
も
伺
い
ま
す

木
造
住
宅
耐
震
相
談

　
市
で
は
、
建
築
物
の
耐
震
性
・
耐
震

診
断
・
耐
震
改
修
な
ど
に
つ
い
て
の
相

談
に
無
料
で
応
じ
る
「
木
造
住
宅
耐
震

相
談
」
を
毎
月
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
5
月
か
ら
は
、
市
役
所
で
の
相
談
に

加
え
、
相
談
員
が
自
宅
に
伺
う
出
張
相

談
も
実
施
し
ま
す
。

　

日
程
な
ど
は
、「
困
り
ご
と
・
悩
み

ご
と
相
談
室
」（
19
ペ
ー
ジ
）を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
は
開
催
日
の
2
日
前（
日

曜
日
に
開
催
の
場
合
は
木
曜
日
）ま

で
に
建
築
住
宅
課（
☎
20
‐
1
5
6 

4
）へ
。

設
置
者
は
適
切
な
管
理
を

受
水
槽

　

受
水
槽
は
マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
ー

ト
・
店
舗
な
ど
で
、
水
道
水
を
一
時
的

に
貯
め
て
、
建
物
の
利
用
者
に
飲
み
水

な
ど
と
し
て
供
給
す
る
設
備
で
す
。
水

質
な
ど
の
管
理
は
、
建
物
の
所
有
者
や

管
理
者
が
行
い
ま
す
。

　
飲
み
水
と
し
て
安
全
な
水
質
を
保
つ

よ
う
に
、
受
水
槽
の
清
掃
・
点
検
な
ど
、

適
切
な
管
理
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
工
務
課（
☎
22‐ 

0
2
6
9
）へ
。

初
め
て
受
け
取
る
と
き
は

必
ず
請
求
手
続
き
を

国
民
年
金
の
受
給
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た
資
料
や
提
示
さ
れ
た
関
係
書
類
な

ど
を
調
査
し
、
関
係
職
員
か
ら
説
明

を
聴
取

監
査
の
結
果
＝
各
部
局
の
財
務
に
関
す

る
事
務
は
、
お
お
む
ね
適
正
に
執
行

さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。
し
か

し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
条
例
を
制

定
す
る
な
ど
、
市
民
に
信
頼
さ
れ
る

市
政
の
確
立
に
向
け
取
り
組
ん
で
い

る
中
で
、
こ
の
度
、
職
員
に
よ
る
公

金
の
横
領
な
ど
の
不
祥
事
が
発
覚
し

た
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。
こ
の

事
実
を
重
く
受
け
止
め
、
今
後
二
度

と
こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
ら
な
い

よ
う
に
再
発
防
止
策
を
講
じ
る
こ
と

は
も
と
よ
り
、
市
民
の
信
頼
回
復
に

向
け
全
力
で
取
り
組
ま
れ
た
い

工
事
監
査

監
査
の
対
象
＝
本
城
小
学
校
学
校
給
食

共
同
調
理
場
増
築
工
事（
建
築
工
事
）

監
査
の
期
日
＝
平
成
25
年
11
月
21
日

監
査
の
方
法
＝
監
査
の
対
象
と
し
た
工

事
に
つ
い
て
、
設
計
・
施
工
な
ど
が

適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

主
眼
と
し
て
、
技
術
面
の
調
査
を
外

部
委
託
し
、
監
査
を
実
施
。
監
査
に

当
た
っ
て
は
、
関
係
職
員
、
設
計
業

者
、
施
工
業
者
の
出
席
を
求
め
、
質

疑
応
答
、
関
係
書
類
の
調
査
、
工
事

現
場
の
実
地
調
査
を
実
施

監
査
の
結
果
＝
監
査
の
対
象
と
し
た
工

事
に
係
る
計
画
・
設
計
・
施
工
・
工

事
監
理
な
ど
に
つ
い
て
不
備
は
見
ら

れ
ず
、
お
お
む
ね
適
正
と
認
め
ら
れ

た
。
竣
工
後
は
、
本
施
設
を
有
効
に

活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
学
校
給
食
を

充
実
さ
せ
、
食
育
の
推
進
、
児
童
生

徒
の
健
康
増
進
を
図
ら
れ
た
い

財
政
援
助
団
体
等
監
査

監
査
の
対
象
＝
㈱
ケ
イ
ミ
ッ
ク
ス

監
査
の
期
日
＝
平
成
26
年
1
月
28
日

監
査
の
方
法
＝
監
査
の
対
象
と
し
た
団

体
に
対
し
、
公
の
施
設
の
管
理
に
係

る
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
が
適

正
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
を
主
眼
と
し
て
、
提
出
さ
れ

た
資
料
や
提
示
さ
れ
た
関
係
書
類
な

ど
を
調
査
し
、
関
係
者
か
ら
説
明
を

聴
取

監
査
の
結
果
＝
監
査
の
対
象
と
し
た
団

体
の
、
公
の
施
設
の
管
理
に
係
る
出

納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
は
、
お
お

む
ね
適
正
と
認
め
ら
れ
た

成
田
市
監
査
委
員　
福
田　
　
　
稔

　
　
　
同　
　
　
　
三
浦　
　
　
弘

　
　
　
同　
　
　
　
大
倉　
富
重
雄

※
く
わ
し
く
は
監
査
委
員
事
務
局（
☎

20
‐
1
5
7
2
）へ
。

平
成
25
年
度
実
施
分
の

概
要
を
公
表

定
期
・
工
事
・
財
政
援
助
団
体
等
監
査

定
期
監
査

監
査
の
対
象
＝
企
画
政
策
部
・
総
務

部
・
財
政
部
・
空
港
部
・
市
民
生
活

部
・
環
境
部
・
福
祉
部
・
健
康
こ
ど

も
部
・
経
済
部
・
土
木
部
・
都
市

部
・
水
道
部
・
教
育
総
務
部
・
生
涯

学
習
部
・
会
計
室
・
議
会
事
務
局
・

監
査
委
員
事
務
局
・
農
業
委
員
会
事

務
局
・
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
・

消
防
本
部
の
財
務
に
関
す
る
事
務

監
査
の
期
日
＝
平
成
25
年
10
月
18
日
・

21
日
・
28
日
、
11
月
8
日
・
12
日
・

14
日
・
19
日
、
平
成
26
年
1
月
28
日
、

2
月
13
日

監
査
の
方
法
＝
監
査
の
対
象
と
し
た
各

部
局
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行

に
つ
い
て
、
各
部
局
か
ら
提
出
さ
れ

4月1日～15日
市長日誌

開校を祝ってあいさつ（7日）開校を祝 あ さ （7日）

1日
新規採用職員入所式
土地開発公社理事会

3日
成田のおどり花見
全員協議会

4日
華道協会総会
二葉看護学院入学式

5日

成田空港旗杯少年野球大会
聖徳大学附属成田幼稚園入園式
藤リハビリテーション学院入学式
スポーツ少年団委員総会

7日 下総みどり学園開校式

8日
成田中学校入学式
日本自動車大学校入学式

9日 成田小学校入学式

10日
JA成田市年金友の会グラウンド
ゴルフ大会
大栄幼稚園入園式

11日
なりた翔洋学園入学式
成田地区民生委員児童委員協議
会総会

12日 成田太鼓祭開幕式・千年夜舞台

4月に検査した林産物は、放射性物質が基準値以下でした。

　県の精密検査の結果、タケノコから検出された放射性セシウムは基準値以下だっ
たため、出荷・販売などができるようになりました。しかし、県では、タケノコの
生産者に出荷・販売の前に自主検査をし、基準値以下であることを確認するように
お願いしています。
　自主検査には市の測定器も利用できます。市の測定器は簡易型であるため、結果
が50ベクレル/kgを超えた場合には、あらためて民間検査機関の精密検査（有料）を
受ける必要があります。

単位：ベクレル/㎏＊1県の精密検査の結果

平成26年産タケノコの販売について

市内の農産物などの放射性物質検査の結果

＊1　ベクレルとは、放射能の強さを表す単位で、単位時間（1秒間）内に原子核が崩壊する数を表す
＊2　 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁に四捨五入し

たもの
基準値　○一般食品…放射性セシウム　100ベクレル/kg

※くわしくは農政課（☎20-1541）へ。

品目 採取日 放射性セシウム
134

放射性セシウム
137

放射性セシウム134と
137の合計＊2

タケノコ 3月31日 5.31 13.5 19

17 広報なりた 2014.5.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2014.5.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です
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暮
ら
し
の
お
知
ら
せて

き
て
く
だ
さ
い
。
本
人
確
認
の
た
め
、

後
日
「
照
会
書
」
が
自
宅
に
郵
送
さ
れ

る
の
で
、
回
答
書
欄
に
必
要
事
項
を
書

い
て
登
録
す
る
印
鑑
を
押
し
、
本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
を
持
っ
て
、
も
う
一

度
期
限
内
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

本
人
が
窓
口
に
行
け
な
い
場
合

　
代
理
人
が
、
登
録
す
る
印
鑑
、
委
任

状
、
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
を
持
っ
て
、
市
民
課
、
下
総
・
大
栄

支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
後
日
、
意
思
確
認
の
た
め
照
会
書
が

自
宅
に
郵
送
さ
れ
る
の
で
、
回
答
書
欄

に
必
要
事
項
を
書
い
て
登
録
す
る
印
鑑

を
押
し
、
も
う
一
度
期
限
内
に
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

　
再
度
代
理
人
が
手
続
き
す
る
場
合
は
、

委
任
状
、
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の
、
代
理
人
の
認
め
印
が
必
要
で

す
。

印
鑑
登
録
証（
カ
ー
ド
）や
登
録
印
鑑
を

紛
失
し
た
ら

　
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
場
合
は
印
鑑
登

録
証
亡
失
届
出
を
、
登
録
印
鑑
を
紛
失

し
た
場
合
は
印
鑑
登
録
廃
止
申
請
を
市

民
課
、
下
総
・
大
栄
支
所
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
再
度
登
録
す
る
に
は
、
新

規
登
録
と
同
様
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1
5
2

　
5
）、
下
総
支
所（
☎
96
‐
1
1
1
3
）、

　
大
栄
支
所（
☎
73
‐
8
0
6
6
）へ
。

軽
装
で
の
執
務
に

ご
理
解
を

ク
ー
ル
ビ
ズ

　
市
で
は
、
省
エ
ネ
対
策
と
し
て
ク
ー

ル
ビ
ズ（
冷
房
時
の
室
温
28
℃
を
目
安

と
し
た
空
調
の
稼
働
、
ノ
ー
ネ
ク
タ

イ
・
ノ
ー
上
着
・
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
着
用
な

ど
の
軽
装
で
の
執
務
）を
実
施
し
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
3
3
）へ
。

本
人
と
代
理
人
で

手
続
き
が
異
な
り
ま
す

印
鑑
登
録

本
人
が
登
録
申
請
す
る
に
は

　

登
録
す
る
印
鑑
の
ほ
か
、
顔
写
真

付
き
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
住
基

カ
ー
ド
）、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー

ト
な
ど
官
公
署
が
発
行
し
て
い
る
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の（
写
真
と
公
印
が

あ
る
も
の
）を
持
っ
て
、
市
民
課（
市
役

所
1
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
を
持
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
登
録

す
る
印
鑑
と
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の（
保
険
証
や
年
金
手
帳
な
ど
）を
持
っ

倒
産
・
解
雇
な
ど
で

離
職
し
た
人
を
対
象
に

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

　
倒
産
・
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
り
離
職

し
た
人
を
対
象
に
、
国
民
健
康
保
険
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
＝
離
職
の
翌
日
〜
翌
年
度
末
に
、

「
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格
者
」

「
雇
用
保
険
の
特
定
理
由
離
職
者
」

と
し
て
失
業
等
給
付
を
受
け
る
65
歳

未
満
の
人

　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
に
書
か
れ

て
い
る
「
離
職
理
由
」（
左
表
）に
よ
り

対
象
者
を
確
認
し
ま
す
。

軽
減
内
容
＝
前
年
の
給
与
所
得
を
1 

0 

0
分
の
30
と
み
な
し
て
課
税

軽
減
期
間
＝
離
職
の
翌
日
〜
翌
年
度
末

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
は
、
途
中

で
就
職
し
て
も
引
き
続
き
対
象
と
な
り

ま
す
が
、
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
す

る
な
ど
、
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る

と
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の
＝
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
2
6
）へ
。

市
の
委
託
業
者
が

伺
い
ま
す

水
道
メ
ー
タ
ー

　
水
道
メ
ー
タ
ー
は
計
量
法
に
よ
り
、

使
用
期
間
が
8
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
市
で
は
、
使
用
期
間
が
満
了
と
な

る
家
庭
や
事
業
所
な
ど
の
水
道
メ
ー

タ
ー
を
順
次
交
換
し
て
い
ま
す
。
交
換

作
業
は
、
市
か
ら
委
託
を
受
け
た
業
者

が
無
料
で
行
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
工
務
課（
☎
22‐

0
2
6
9
）へ
。

※ 各施設の測定結果は、市ホームページ（http://www.city.narita.chiba.jp/
sisei/sosiki/koho/110311.html）に掲載しています。くわしくは環境対策課
（☎20-1532）へ。

市内の放射線量測定結果

単位：マイクロシーベルト／時国の目標値は0.23マイクロシーベルト／時です。

施設名 測定日 測定の高さ
1m

測定の高さ
0.5m

測定の高さ
0.05m

市役所（花崎町）
4月 7日 0.09 0.09 0.08

4月14日 0.08 0.09 0.09

下総支所（猿山）
4月 7日 0.10 0.11 0.11

4月14日 0.10 0.11 0.11

大栄支所（松子）
4月 7日 0.07 0.08 0.07

4月14日 0.08 0.08 0.08

大清水大気測定局
（遠山中敷地内）

4月 7日 0.08 0.08 0.09

4月14日 0.09 0.09 0.09

幡谷大気測定局
（久住体育館隣）

4月 7日 0.08 0.09 0.08

4月14日 0.09 0.09 0.09

番号 内　容
11 解雇
12 解雇（天災など）
21 事業主からの雇い止めによる契約満了（3年以上）
22 事業主からの雇い止めによる契約満了（3年未満更新明示あり）
23 事業主からの雇い止めによる契約満了（3年未満更新明示なし）
31 事業主に起因する正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転などによる正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間1年未満）

離職理由
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